
令和 7年 4月

2 定員

3 場所

4 受講資格

5 請習科目等

6 受講手数料等

(消 費税込)

令和 7年度第 1回  「一般建築物石綿含有建材調査者講習」 受講のご案内

【青森労働局登録番号第1号】

(一社)青森県労働基準協会

1 講習日時 令和7年 7月 22日 (火)         9:00  ～  17:00

( ※ 科目免除「基礎知識 1」 を受講しない場合は 10:15 開始 )

～  令和7年 7月 23日 (水)     8:55  ～  17:10

× 遅刻、早退等がある場合は、修了考査を受けられません。

70名  ( 定員にな り次第、締切 ります。 )

弘前地区電気工事業協同組合

弘前市神田4丁 目6-3  TEL0172-37-1011

本講習には、受講申込書記載の 12種の受講資格が必要 とな ります。

5科 目で 11時間の講習 とな ります。※次ページ参照

※ 【一部免除】 :「石綿作業主任者技能講習の修了者」は、「建築物石綿含有建材

調査に関する基礎知識 1」 (1時間)の受講が免除されますが、修 了考査の

出題範囲となってお りますので受講をお勧め します。

受講手数料 35,020円  テキス ト代 5,280円  合計 40,300円

【一部免除者】

「建築物石綿合有建材調査に関する基礎知識 1」 (1時間)を 受講しない場合は、

受講手数料 29,590円 、テキスト代 5,280円 合計 34,870円

7 受講申込方法等

(1) 受講の申込受付期間は、 5月 23日 (金)～ 7月 2日 (水)(必着)です。

(2) 弘前地区労働基準協会 0172-26-0663、 西北労働基準協会 0173-35-6336、 又は、黒

石地区労働基準協会 0172-53-5787(※次ページ参照)に、電話予約 した後、受講申込

書を、所定の箇所に写真 (※次ページ参照)を貼付 して、電話予約 した協会に提出して

ください。

(3) 受講手数料等は、原則として口座振込でお願いいたします。

※次ページの回座に送金 して下さい。 (振込手数料等はご負担 ください)

現金の場合は、現金書留で青森県労働基準協会に送付するか、ご持参 ください。

(4) 7月 15日 (火)ま でに、受講票と講習テキス トを送付 します。

講習当日、受講票を提示してください。

8 修了証交付

(1) すべての科目を所定の時間受講 し、修了考査に合格 した者に、修了証明書を後日交付

します。

(2) 不合格となった場合は、受講証明書を交付 します。

(修了考査を、受講の翌々年度末まで受けられます。)

9 その他の注意事項    ※ 次ページを確認 して下さい。



※ 申込書

提出先

※ 講習科 目等

※ 写真

※ 振込先

※ その他の注

意事項

写真 (縦 30mm× 横24mm)

①申込前6か月以内のもの   ②正面、脱帽、上三分身、背景無地

③裏面に氏名を記入してのりづけして下さい。

青森みちの く銀行本店営業部 普通預金  3117086

-般社団法人青森県労働基準協会

(※個人でお申込み以外の方は、事業場名でのお振込みをお願いいたします。)

1 受講申込書は、注意事項を必ず確認 し、記入 して下さい。

2 受講申込み後の里塑_堡塁:が:曼:望生:ユ!二、__謹壁:上l望]重量:肇工主:至

にご連絡下さい。その場合に限り受講料をお返 しします。

3 テキス トを事前に送付 しますので、予習をお願いします。

4 当日持参する書類

(1)受講票 (受講料の入金を確認 し次第、事前に送付 します。)

(2)講習テキス ト (事前に送付 します。)

(3)受講申込書に資格証明の写 しを添付 した場合は、その原本

(4)自 動車運転免許証等の公的書類

(本人確認を行いますので、当日、必ずご持参下さい。)

(5)筆 記用具

一般社団法人 青森県労働基準協会

〒030-0811 青森市青柳二丁目2-6 労働基準会館 3階

電話  017-777-4686   FA×  017-775-8109

一般社団法人 弘前地区労働基準協会

〒036-8081 弘前市福田字福岡10

TEL 0172-26-0663  1rax 0172-29-1226

一般社団法人 西北労働基準協会

〒037-0004 五所川原市唐笠柳藤巻495-3

TEL 0173-35-6336    Fax 0173-35-6337

一般社団法人 黒石地区労働基準協会

〒036-0367 黒石市大字前町40-5

TEL 0172-53-5787  Fax 0172-53-5792

講習科目及び修了考査

1 建築物石綿合有建材調査に関する基礎知識 1

2 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 2

3 石綿含有建材の建築図面調査

4 現場調査の実際と留意点

5 建築物石綿合有建材調査報告書の作成

6 修了考査

講習時間等

1時間

1時間

4日寺間

4日寺間

1時間

1.5時 間

※ 講習実施者



一般建築物石綿含有建材調査者講習受講申込書

〔開催目:  月  日～  月  日〕

様式第 1号

`受

イ寸

番 号
‐

顔写真 I攻

写真サイズ

タテ
=()mm

ヨコ 2‐11醸 1

無背景み t,の

写真裏面li氏名を記

入 して いさ い _

7:ブ ガナ 園 1日姓又
―

議を希望する

氏   名
1日 姓又は通称

(

生年月日

西暦

年 」] 目

昭和 。平成

現 住 所

一Ｔ

電話番 号^

(※緊急時に連絡力測又れる電話番号を記入 して下さい。)

所属事業場

住 所 等

事業所名

所 在 地 〒

当

絡

担

連

者

先 電話 ( r,'Ax ( )

受講資格 次ページの受講記号 (1)から(12)の うち該当する記号どれかひとつにO印 を付けて下さい。

科 目免除

※ 石綿作業主任者技能講習修了者は、「去螂l歓口識 1」 (1時間目)の受講が免除されます。

受講の有無を置 して下さしヽ。

□「基礎知識 1」 を受講する   □「基礎知識 1」 を受講 しない

△ 基 n
T曇 ↑‖ 年   月   日

一般社団法人青森県労働基準協会長 殿

記載事項に虚偽等があつた場合、法律に基づく処罰があつても異議申し立ては致 しません。

申込者

(受講者氏名 )

【申込書記入にあたつての注意事項】
1 この申込書に記載する氏名、■■1月 躍等の各項目は、誤りのないよう正確に記入して Fさ い.

2 1生年月日については、西暦、和1否の 1^か所を必ず記入して下さい。
3 1目姓氏名又は通称の併記を希1よ|る場合は□をし、(丼:記する氏名が確認できる書類を4枚 澤|こ

添付してくださいっ
4 本 [:押 込書にご記入いただいた個人情報は、計帯11を実施するため!可吏用するものであり、受講者
の同意なしに日的以外 |こ使用することはありません.

講習 事務管理 者 担 当峯 原本確認 受講資格ii奮認

※ この欄 に 1ま 記入 しないこと。



※ 受講責格 下記の受講記号(1)か ら(12)の うち該当する記号どれかひとつに○印を付けて下さい。

また、添付書類等欄にて求められてしヽる証明書類を申込書に添付して下さい。

受講

言己号
受 講 資 格 添付書類等

¬ 労i重豹安全衛生,測]11表第 18第 23号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了者 修了証の写 し

(2)

学校教育法による大学 (短期大学を除く。)において、建築に関する正規
`篠

:果

程又|まこれi嚇目当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実

務の経験を有する者

卒業証書写 し又|ま卒

業証明書及び次買の

実務経験護明A

(3)

学校教育法による短期大学 (修業年限が3年であるものに限り、同法による

専門職大学の 3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又

|ま これに相当する言鶏塁 (夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業

した後 (同法による専門職大学の前期言黙星にあつては、修了した後。④にお

いて同じ。)、 建築に関 して 3年以上の実務の経験を有する者

(4)

学校教育法による短期大学 (同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は

高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する言黙星を

修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者 ((3)に該

当する者を除く。)

(5)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の

課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の

実務経験を有する者

(6) 建築に関して 11年 以上の実務の経験を有する者
次頁の実務経験証明

B

(7)

労働安全衛生法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第 1“ 号)による改

正前の労働安全衛生法男il表第 18第 22号に掲げる特定化学物質等作業主任者

技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建本君周査に関して5年以上の実務

を有する者

左記に示す技能講習

修了証写し及び次頁

の実務経験証明C

(8) 建築行政に関して 2年以上の実務の経験を有する者
次頁の実務経馬館正明

D(9)
環境行政 (石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務

経験を有する者

(10
労働安全衛生法第 98条第 1項の産業安全専門官若しく欲労働衛生専門官又

は同項の産業安全専門官若 しくは労働衛生専門官であった者

次頁の実務経験証明

E

(11) 労働基準監督官として 2年以上その職務に従事 した経験を有する者
次頁の実務経験証明

D

(12)

第一種作業環境測定士又は第二種作;籍1景i戴則定士であって、建築物石綿含有

建材調査に関して 5年以上の実務経験を有する者

左記に示す登録証写

し及び次頁の実務経

験証明C



実務経験証明欄 A:受講資格 (2)(3)(4)(5)の 実務経験証明欄

実務経験証明欄 B:受講資格 (6)の 実務経験証 :サ:欄

実務経験証明欄 C:受講資格(7)(12)の 実務経験証「:月 欄

実務経験証明欄 D:受講資格 (8)(9)(聾 )の 実務経験証け:欄

受講資格において定められた、労働安::鋼
‐
斬1:法第

"条
第 1項の産業瑠 門官若しくはガ郵師

`打

事円官又は同項の■_:た

安全 専門官若 しくは労働衛生専門官であった ことを証明 します .

行 政 機 関 名

代表者役職・氏名                                    F11
所   在   地

受講資格 に必要な学歴

科卒業
(卒 業証書′)写 し又は、事業証明書のいずれかを必ず添付することこう

建築に関する実 i´な経験年月

年  月 ～ 年  j] ( 年 月 )

受講資格において定められた、 li記の実務経験年月に相違ないことを証I11し ます.

事  業  :サi 名

代表者役職・氏名

所   在   地

Ｌ
Ｉ
´

建築に関 して 11年 以 11の 実務経験

年  月 ～ 年  月  ( ■1 月)

受講姿格において定V,|,れ た、 L記 の実務経験こ 月に相違ないことを1証 明 します
.

事  業  所  名

代表者役職 ・氏名

所   在  地

F11

建築物石綿含イ]建 材調 査に関 して 5年以 :■ の実務経験

年   J: ～      午  潟   (    年    月 )

(労働安全衛生■等の 吉|;な女正する法律 (平成 17午法律第108つ |■ よる改正前の労働安全衛生法別表第 18第 22号に掲げる特定

化学物質等作業主任者技能講習修 :´ 証の写し、 又1■ 作業環境測定十登録証の写しを必ず添付することし)

受講資格において定められた、 L記の実務経験年月に相違ないことを証明します.

事 業 所 名

代表者役職・氏率

所   在   地

建築行政又は、I暴責
「

:筆支|イ i締ρ:〕飛散の防11土関するも戯二限る1)又lt労働基士筆誰督官のいずれかにおいて2午以 1■の

実務経験年月

年   月 年   月  ( 年 月 )

受講資格において定められた、

行 政 機 関 名

代表者役II哉 ・氏名

所   在   地

1記 の実務経験年月に
'相

違ないことを証明 します。

|二 |]

実務経験証明欄 E:受 講資絡 (10)の 実務経験証十月欄



添付書類  ※ 下記書類を員、占付 してください

○受難記号 (1)の添付書類

受講資格及び受講科目が一部免除できる資格を証明する書類 【石綿作業主任者技能講習修了証の写し】

※当日修了証をご持参 して ください

○受講記号 (2)～ (5)の添付書類

受講資格に必要な学歴を証明する書類 【卒業証書の写 し又は卒業証明書】

※証明書類に記載されている氏名が異なる場合は、変更の事実が確認できる(新 1日 の氏名が記載されている)

戸籍抄本等を添付願います。

○受講記号 (7)の添付書類

受講資格に必要な資格を証明する書類

【(平成17年法律第 108号 )に よる改正前の労働安全衛生法別表第18第 22号に掲げる

特定化学物質等作業主任者技能講習修了証の写し】

※当日修了証をご持参 して ください。

○受講記号 (12)の 添付書類

【第一種作業環境測定士登録証又は第二種作業環境測定士登録証の写し】

※当日修了証をご持参してください。

〇 1日 姓又は通称の併記を希望する場合は、確認資料 として次の書類を添付 して ください。

ア 1日 姓の併記を希望する場合

戸籍謄本、 1日 娃を併記 した住民票、 自動車運転免許証等の証明書

イ 通称の併記を希望する場合

住民票又はそれに類する証明書

※ いずれも写 しを添付 し、受講当日正本を提示 して ください。

書類を貼付 してください


